
日時：令和４年１０月１６日（日） 

６：００～１２：３０ 

会場：隠岐の島町（隠岐島文化会館、隠岐水産高校、 

北小学校、飯田残土処分場、隠岐病院、隠岐空港、 

西郷港、中村漁港、加茂漁港） 

出雲空港、美保飛行場及び境港 

島根県・隠岐の島町  
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1 訓練概要                             

（１）目的 

災害対策基本法及び島根県地域防災計画に基づき、住民及び関係機関が参加する訓

練を実施することにより、相互の協力・連携を強化するとともに、地域防災力の向上

及び県民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。 

（２）日時 令和４年１０月１６日（日） ６：００～１２：３０ 

   （開会式９：５０～、閉会式１２：３０～） 

（３）訓練会場  

①隠岐島文化会館（現地対策本部等運営訓練、防災展示等） 

②隠岐病院（入院患者転院訓練） 

③隠岐水産高校（避難所開設・運営訓練等） 

④飯田残土処分場（道路啓開訓練、土砂埋没車両からの救助訓練） 

⑤西郷港（給水訓練等） 

⑥隠岐空港（広域医療搬送拠点開設・運営訓練等） 

⑦下西地区（停電復旧訓練） 

⑧加茂漁港（孤立地区からの避難訓練） 

⑨中村漁港及びその沖合（倒壊家屋からの救助訓練、海上救護所開設訓練等） 

川だけ地形地図 https://www.gridscapes.net/AllRiversAllLakesTopography/使用
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（４）参加機関、団体  ４４団体（五十音順） 

イオンリテール株式会社中四国カンパニー、出雲市総合ボランティアセンター運営委

員会、一般社団法人島根県医師会、一般社団法人島根県ＬＰガス協会、一般社団法人

島根県管工事業協会、一般社団法人島根県隠岐地区建設業協会、隠岐広域連合消防本

部、隠岐広域連合立隠岐病院、海上自衛隊舞鶴地方隊、株式会社アペックス西日本、

株式会社ジュンテンドー、株式会社ドコモＣＳ中国島根支店、公益財団法人しまね国

際センター、公益社団法人島根県看護協会、航空自衛隊西部航空方面隊、航空自衛隊

美保基地第３輸送航空隊、国土交通省中国地方整備局、国土地理院中国地方測量部、

済生会江津総合病院、自衛隊島根地方協力本部、島根県警察本部、島根県生活協同組

合連合会、島根県立中央病院、島根県老人福祉施設協議会、島根大学医学部附属病院、

社会福祉法人島根県社会福祉協議会、生活協同組合しまね、総務省中国総合通信局、

損害保険ジャパン株式会社、第八管区海上保安本部（境海上保安部、美保航空基地）、

中国電力ネットワーク株式会社山陰ネットワークセンター、日本赤十字社島根県支部、

日本防災士会島根県支部、西日本電信電話株式会社島根支店、浜田医療センター、阪

神救助犬協会、益田赤十字病院、松江市消防本部、松江赤十字病院、松江地方気象台、

陸上自衛隊出雲駐屯地第 13 偵察隊、陸上自衛隊出雲駐屯地第 304 施設隊、陸上自衛隊

防府分屯地第 13 飛行隊、陸上自衛隊美保分屯地中部方面ヘリコプター隊第３飛行隊 

（５）訓練想定 

梅雨前線停滞に伴う大雨により、隠岐の島町内各地で川の氾濫等に伴う浸水被害や

土砂崩れが発生、また一部土砂崩れによる孤立地区あり。負傷者も多数発生してい

る。 

（６）実施概要 

   ①関係機関等による災害応急対策訓練 

   ②地域住民による避難訓練 

   ③防災展示コーナーの開設 
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開会式（9:50） 5分

閉会式（12:30） 5分

1 救助・救急・医療活動従事者
等の輸送（海路）

180分

2 情報通信・電力・ガス・水道
施設保安要員等の輸送(海路)

105分

3 大雨警報等発表に応じた高齢
者等避難発令

5分

4 現地対策本部の開設・運営 210分

5 航空機運用調整所の開設・運
営

240分

6 救助・救急・医療活動従事者
等の輸送（海路）

90分

7 情報通信・電力・ガス・水道
施設保安要員等の輸送(海路)

120分

8 避難行動要支援者避難 55分

9 救助・救急・医療活動従事者
等の輸送（空路）

50分

10 土砂災害警戒情報等発表に応
じた避難指示発令

5分

11 救助・救急・医療活動従事者
等の輸送（空路）

40分

12 一般住民避難 25分

13 給水及び給水支援 165分

14 臨時災害放送局の開設 165分

15 航空機による情報収集 150分

16 応急救護所の開設・運営 150分

17 救助・救急・医療活動従事者
等の輸送（空路）

30分

18 指定避難所の開設・運営 150分

19 避難所運営支援 150分

20 航空機による情報収集 5分

21 車両による情報収集 20分

22 車両による情報収集 40分

23 合同調整所の開設・運営 120分

24 道路啓開 30分

25 土砂埋没車両からの救助 120分

26 倒壊家屋からの救助 60分

27 孤立地区からの避難（海路） 80分

28 応急救護所の開設・運営 120分

29 広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）
の開設・運営

120分

30 傷病者等の搬送（回転翼機） 20分

31 傷病者等の搬送（回転翼機） 50分

32 無線通信による情報伝達 90分

33 移動通信機の貸し出し 90分

34 停電復旧 90分

35 海上救護所の開設・運営 90分

36 入浴施設の供用 120分

37 救援物資の供給 90分

38 傷病者等の搬送（回転翼機） 20分

39 中村地区住民による倒壊家屋
からの救助

70分

40 傷病者等の搬送（回転翼機） 10分

41 孤立地区からの避難（海路） 50分

42 情報通信・電力・ガス・水道
施設保安要員等の輸送(海路)

前日実施

展示コーナー（10:00～13:30） 210分

50 30100 300 10 20 30 40
No 訓練項目 所要時間 8 9 10 11

20 30 40 4050
12

時　間

2 訓練タイムスケジュール                      



- 4 - 

3 訓練内容                             

No 訓練項目 実施時間 実施機関 実施内容

1 救助・救急・医療活動従事者等
の輸送（海路）

6:00～ 9:00
境海上保安部
日本赤十字社島根県支部
松江赤十字病院

巡視船「おき」により、日赤救護班班員を境港
から西郷港に輸送

2 情報通信・電力・ガス・水道施
設保安要員等の輸送（海路）

8:00～ 9:45
海上自衛隊舞鶴地方隊
中国電力ネットワーク㈱

多用途支援艦「ひうち」から中国電力ネット
ワーク㈱の車両を西郷港（飯田岸壁）に卸下

3 大雨警報等発表に応じた高齢者
等避難発令

9:00～ 9:05 隠岐の島町
防災行政無線、メール等により「高齢者等避
難」情報を伝達

4 現地対策本部の開設・運営 9:00～12:30
訓練統制部
関係機関連絡員

現地対策本部を設置し、被害状況の把握と災害
情報収集を行う想定で、各関係機関への統制・
連絡系統を確立し、総合防災訓練の進行を統制

5 航空機運用調整所の開設・運営 9:00～13:00
島根県防災航空隊
航空機運航関係機関

航空機運用調整所を開設、各機関航空機の運航
統制を実施

6 救助・救急・医療活動従事者等
の輸送（海路）

9:00～10:30
境海上保安部
日本赤十字社島根県支部
松江赤十字病院

巡視艇「やえざくら」により、日赤救護班を西
郷港から中村漁港に輸送

7 情報通信・電力・ガス・水道施
設保安要員等の輸送（海路）

9:00～11:00
島根県水産課
中国電力ネットワーク㈱

県取締船「せいふう」により、中国電力ネット
ワーク㈱復旧要員２名を西郷港から中村漁港に
輸送

8 避難行動要支援者避難 9:05～10:00
隠岐の島町
隠岐の島町消防団

避難情報発令に伴い、避難行動要支援者を指定
避難所等に避難誘導

9 救助・救急・医療活動従事者等
の輸送（空路）

9:10～10:00
陸上自衛隊第13飛行隊
陸上自衛隊第304施設隊

ＵＨ－１ヘリにより、陸上自衛隊第304施設隊
隊員を出雲空港から中村漁港臨時ヘリポートに
輸送

10 土砂災害警戒情報等発表に応じ
た避難指示発令

9:30～ 9:35 隠岐の島町
防災行政無線、メール等により「避難指示」情
報を伝達

11 救助・救急・医療活動従事者等
の輸送（空路）

9:30～10:10

陸上自衛隊中部方面ヘリコプター隊
第３飛行隊
島根県警察交通機動隊
陸上自衛隊第13偵察隊

ＣＨ－47輸送ヘリにより、県警交通機動隊員・
オフロードバイク及び第13偵察隊隊員・小型
車・偵察バイクを出雲空港から隠岐空港に輸送

12 一般住民避難 9:35～10:00
隠岐の島町
隠岐の島町消防団

避難情報発令に伴い、住民が指定避難所等に避
難

13 給水及び給水支援 9:45～12:30
海上自衛隊舞鶴地方隊
隠岐の島町
（一社）島根県管工事業協会

飯田岸壁において多用途支援艦「ひうち」から
隠岐の島町及び島根県管工事業協会の給水車に
対して給水を実施、隠岐水産高校避難所に給水
所を開設

14 臨時災害放送局の開設 9:50～12:35 中国総合通信局
ＦＭ放送用機器を展開し臨時災害放送局を開
設、地域を限定したＦＭ無線放送を実施して、
避難所等における受信状況を確認

15 航空機による情報収集 10:00～12:30 国土交通省中国地方整備局
中国地方整備局ヘリ「おりづる」により地上及
び海上の訓練の様子を撮影、映像をメイン訓練
会場に伝送

16 応急救護所の開設・運営 10:00～12:30

日本赤十字社島根県支部
益田赤十字病院
島根県医師会
島根県看護協会

隠岐水産高校武道場に応急救護所を開設、傷病
者等の救護を実施救助

17 救助・救急・医療活動従事者等
の輸送（空路）

10:00～10:30

航空自衛隊第３輸送航空隊
県立中央病院統括ＤＭＡＴ
松江赤十字病院ＤＭＡＴ
島根大学医学部附属病院ＤＭＡＴ
済生会江津総合病院ＤＭＡＴ
浜田医療センターＤＭＡＴ

Ｃ－２輸送機により、ＤＭＡＴ隊員を美保飛行
場から隠岐空港に輸送

18 指定避難所の開設・運営 10:00～12:30

隠岐の島町
（一社）島根県ＬＰガス協会
（公財）しまね国際センター
島根県文化国際課
社会福祉協議会
日本防災士会島根県支部

隠岐の島町及び住民により新型コロナウイルス
感染症対策に配慮した避難所を開設・運営

19 避難所運営支援 10:00～12:30
島根県医師会
島根県看護協会
阪神救助犬協会

隠岐水産高校避難所において巡回診療及び衛生
教育等を実施
セラピードッグによる心のケアを実施

20 航空機による情報収集 10:01～ 10:06 航空自衛隊西部航空方面隊 Ｆ－２航空機により中村地区の被害状況を撮影
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21 車両による情報収集 10:10～10:30 島根県警察交通機動隊
オフロードバイクにより飯田地区の被害状況を
情報収集・通報

22 車両による情報収集 10:10～10:50 陸上自衛隊第13偵察隊
偵察用バイクにより中村地区の被害状況を情報
収集・通報

23 合同調整所の開設・運営 10:30～12:30 隠岐広域連合消防本部
飯田残土処分場に現地合同調整所を開設し、救
助・救急活動を統制

24 道路啓開 10:30～11:00
一般社団法人島根県隠岐地区建設業
協会

飯田残土処分場において救助現場に通じる主要
道路の土砂を除去

25 土砂埋没車両からの救助 10:30～12:30

隠岐広域連合消防本部
島根県警察機動隊
松江市消防本部
松江赤十字病院ＤＭＡＴ
一般社団法人島根県隠岐地区建設業
協会
阪神救助犬協会

飯田残土処分場において土砂に埋没した車両か
らの救助活動を実施

26 倒壊家屋からの救助 10:30～11:30 陸上自衛隊第304施設隊
中村漁港の倒壊家屋からの救助活動を実施、中
村漁港日赤救護所に搬送

27 孤立地区からの避難（海路） 10:30～11:50 境海上保安部
巡視艇「やえざくら」により、住民を中村漁港
から隠岐水産高校に輸送

28 応急救護所の開設・運営 10:30～12:30
日本赤十字社島根県支部
松江赤十字病院

中村漁港にテントなどを使用し応急救護所を開
設、傷病者等の救護を実施

29 広域医療搬送拠点（ＳＣＵ）の
開設・運営

10:30～12:30

県立中央病院統括ＤＭＡＴ
島根大学医学部附属病院ＤＭＡＴ
済生会江津総合病院ＤＭＡＴ
浜田医療センターＤＭＡＴ

隠岐空港消防倉庫に広域医療搬送拠点（ＳＣ
Ｕ）を開設、傷病者のトリアージ及び救命処置
を行い、本土病院への搬送準備実施

30 傷病者等の搬送（回転翼機） 10:50～11:10
隠岐病院
第八管区海上保安本部美保航空基地

隠岐病院から隠岐空港に海保ヘリ「みほづる」
で入院患者を搬送

31 傷病者等の搬送（回転翼機） 10:50～11:40 島根県防災航空隊
中村漁港倒壊家屋被救助者を県防災ヘリ「はく
ちょう」によりホイスト搭載、巡視船「おき」
に一時収容した後、再び搭載しＳＣＵに搬送

32 無線通信による情報伝達 11:00～12:30 日本赤十字社島根県支部
日赤無線奉仕団により隠岐水産高校避難所に無
線所を開設、本土と連絡通信を実施

33 移動通信機の貸し出し 11:00～12:30 西日本電信㈱島根支店 隠岐水産高校避難所に公衆電話を設置

34 停電復旧 11:00～12:30 中国電力ネットワーク㈱ 土砂崩れ等で切断した電線等の復旧活動を実施

35 海上救護所の開設・運営 11:00～12:30 境海上保安部 巡視船「おき」に応急救護所を開設

36 入浴施設の供用 11:00～13:00 海上自衛隊舞鶴地方隊
西郷港（メガフロート）において多用途支援艦
「ひうち」の入浴施設等公開

37 救援物資の供給 11:00～12:30
島根県生活協同組合連合会
生活協同組合しまね

避難所に救援物資を輸送

38 傷病者等の搬送（回転翼機） 11:10～11:30 陸上自衛隊第13飛行隊
中村漁港倒壊家屋被救助者をＵＨ－１ヘリによ
りＳＣＵに搬送

39 中村地区住民による倒壊家屋か
らの救助

11:10～12:20
中村地区住民
隠岐の島町消防団

中村地区住民により負傷者を、応急担架により
中村漁港日赤救護所に搬送

40 傷病者等の搬送（回転翼機） 11:40～11:50 第八管区海上保安本部美保航空基地
飯田残土処分場埋没車輌被救助者を海保ヘリ
「みほづる」によりホイスト搭載しＳＣＵに搬
送

41 孤立地区からの避難（海路） 11:40～12:30 島根県水産課
県取締船「せいふう」により、住民を加茂漁港
から西郷港（メガフロート）に輸送

42 情報通信・電力・ガス・水道施
設保安要員等の輸送（海路）

前日
海上自衛隊舞鶴地方隊
中国電力ネットワーク㈱

多用途支援艦「ひうち」により、中国電力ネッ
トワーク㈱の車両・人員を境港から西郷港（メ
ガフロート）に輸送
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①株式会社アペックス西日本 ⑧イオンリテール株式会社中四国カンパニー

②西日本電信電話株式会社島根支店 ⑨総務省中国総合通信局

③損害保険ジャパン株式会社 ⑩松江地方気象台

④株式会社ジュンテンドー ⑪国土地理院中国地方測量部

⑤阪神救助犬協会 ⑫中国電力ネットワーク株式会社

⑥自衛隊島根地方協力本部 　山陰ネットワークセンター

⑦隠岐広域連合消防本部 ⑬株式会社ドコモＣＳ中国島根支店

【展示会場レイアウト図】（隠岐島文化会館）
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4 展示コーナー                           

NO 参　加　機　関 展示内容

1 株式会社アペックス西日本 防災に関するパネル展示

2 西日本電信電話株式会社島根支店

トリプルＩＰ及びelganaの展示
災害電話サービスの利用体験、公衆電話の利用方法
説明
災害時に使用するドローンの展示
災害対応の様子のパネル展示

3 損害保険ジャパン株式会社 THEすまいのハザードマップの配布

4 株式会社ジュンテンドー
防災グッズの展示
防災体験イベントの実施

5 阪神救助犬協会
災害救助犬による捜索活動、防災教育等のパネル展
示

6 自衛隊島根地方協力本部
パネル展示
天幕展帳及び車両の展示

7 隠岐広域連合消防本部 地震体験車の展示

8
イオンリテール株式会社
中四国カンパニー

バルーンテントの展帳

9 総務省中国総合通信局
臨時災害放送局用機器による臨時災害放送局の開
設・展示
災害対策用移動通信機器、ＩＣＴユニット等の展示

10 松江地方気象台
防災に関するパネル展示
展示用雨量計の展示

11 国土地理院中国地方測量部
大規模自然災害時の取組、地理院地図を通じて提供
している防災・減災に役立つ各種地理空間情報等の
展示

12
中国電力ネットワーク株式会社
山陰ネットワークセンター

防災に関するパネル展示
高圧発電機車、工作車の展示

13 株式会社ドコモＣＳ中国島根支店
エリア救済用の衛星車両の展示
パネル、マルチチャージャの展示
長時間発電機運転機システムと発電機の展示
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5 中止基準                           

【訓練を中止する場合】 

１ 新型コロナウイルス感染症 

１０月１２日の時点で、あるいは、それ以降県内で感染拡大の傾向がみられる場合 

（１）県が緊急事態措置を実施すべき区域又は、まん延等防止重点措置を実施すべき

区域とされた場合 

（２）県内の感染状況が、国の示す「新たなレベル分類の考え方」で、レベル３相当

以上の場合 

（３）隠岐の島町でクラスターが多数発生するなど町内で感染拡大が顕著な場合 

２ 大雨など 

（１）災害が発生し、災害応急対策が１０月１６日に及ぶ場合 

（２）１０月１６日に、隠岐の島町に大雨警報が発表された場合 

（３）１０月１６日に、県内に大雨警報が発表（隠岐の島町を除く。）され、県が警戒

本部または対策本部を設置して対応する必要が生じた場合 

（４）台風の接近が予想され、その影響が１０月１６日に及ぶ場合 

３ 地 震 

県内震度４以上、県外震度５強以上の地震が発生し、災害応急対策が１０月１６日に

及ぶ場合 

４ ミサイル発射、核実験などの危機管理事案 

当該事案が発生し、全庁的な対応が１０月１６日に及ぶ場合 

【訓練の一部を中止または変更する場合】

１ 新型コロナウイルス感染症

１０月１２日の時点で、以下の状況にある場合

（１）隠岐の島町で新たに陽性者が多数発生するなどの感染拡大状況において、訓練

に参加を予定している住民の同意が得られない場合→隠岐の島町の判断で、住民

の避難及び避難所開設訓練について延期等を含めて実施要領を検討する。 

（２）緊急事態措置を実施すべき区域又は、まん延等防止重点措置を実施すべき区域

から実動訓練参加者がある場合→訓練日２週間前から感染予防に留意するととも

に、ＰＣＲ検査等で陰性が確認された参加者により計画通り当該訓練の実施を予

定する。 

（３）新たに陽性者が多数発生するなど感染拡大傾向にある県内他市町村から実動訓

練参加者がある場合→県内全般及び当該市町村の感染状況を踏まえ判断する。 



- 9 - 

２ 訓練に参加する航空機及び船舶が実任務、気象・海象の影響、器材の不具合等によ

り運航または着陸若しくは接岸できない場合

（１）以下の航空機が運航等できない場合

① 空自情報収集機→中止する。 

② 空自 C-2 輸送機

→DMAT 輸送訓練及び隠岐空港 SCU 開設・運営訓練を中止する。 

→隠岐病院からの隠岐空港（SCU）への患者搬送訓練を中止する。 

→SCU 搬送予定の中村漁港倒壊家屋被救助者２名は中村漁港日赤救護所で処置す

る。 

→SCU 搬送予定の中村漁港倒壊家屋被救助者１名は、海上救護所での処置にとど

める。 

→SCU 搬送予定の飯田残土処分場埋没車輌被救助者１名は隠岐水産高校日赤救護

所で処置する。

③ 陸自 CH-47 輸送ヘリ

→出雲空港からの陸自 13 偵察隊並びに県警の人員・車輌輸送訓練及び車輌によ

る情報収集訓練を中止する。

④ 陸自 UH-1 ヘリ

→出雲空港からの陸自 304 施設隊の人員輸送訓練を中止する。 

→中村漁港倒壊家屋の救助訓練は隠岐消防、松江消防又は県警機動隊の陸路進出

による救助を検討する。 

→中村漁港倒壊家屋被救助者２名の隠岐空港（SCU）への搬送訓練は中止し、中

村漁港日赤救護所で処置する。 

→隠岐水産高校に救急車で搬送予定の飯田残土処分場埋没車輌被救助者２名の、

搬送先を隠岐空港（SCU）に変更する。 

→知事の上空視察を中止する。

⑤ 防災ヘリ「はくちょう」

→中村漁港倒壊家屋被救助者１名の「おき」への搬送訓練は中止し、中村漁港日

赤救護所で処置する。

⑥ 海保へり「みほづる」

→隠岐病院からのヘリによる患者搬送訓練を中止し、救急車等で隠岐空港

（SCU）に搬送する。

→SCU 搬送予定の飯田残土処分場埋没車輌被救助者１名を救急車で隠岐空港

（SCU）に搬送する

⑦ 中国地方整備局ヘリ「おりづる」

→ヘリによる被害情報収集を中止する(映像の全てを地上とする。)。

（２）以下の船舶が運航等できない場合

① 海保巡視船「おき」 

→境港から西郷港への松江日赤病院人員輸送訓練を中止する。 

→中村漁港日赤救護所の開設・運営訓練は「やえざくら」（航行不能の場合車

輌）で益田赤十字病院等の一部を輸送して実施することを検討する。 

→中村漁港倒壊家屋被救助者１名の「おき」への搬送訓練は中止し、直接隠岐空

港（SCU）に搬送する。 

② 海保巡視艇「やえざくら」 

→中村漁港への松江日赤病院人員輸送訓練を中止し、車輌で中村漁港に移動する

ことを検討する。 

→中村漁港からの住民海上避難訓練を中止する。 
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③ 島根県漁業取締船「せいふう」 

→中村漁港への中国電力人員輸送訓練を中止し、車輌で中村漁港に移動すること

を検討する。 

→加茂漁港からの住民海上避難訓練を中止する。 

④ 海自多用途支援艦「ひうち」 

→境港から西郷港への中国電力の人員・車輌輸送訓練を中止する。 

→西郷港での給水支援訓練、入浴施設等公開を中止する。

（３）航空機及び船舶の航行可否の判断は、訓練当日（16 日）07:00 とし、航行の可

否を訓練統制本部に連絡するものとする（巡視船「おき」及び多用途支援艦「ひ

うち」は結節となる出港１時間前とする。）。

気象・海象が流動的で、訓練当日（16 日）07:00 に判断できない場合は、アセ

ット毎に所定の準備を推進し、航行開始 30 分前に判断するものとする。

３ 航空機及び船舶の欠航などにより、訓練参加機関が隠岐の島町に渡航できない場合

→当該機関参加者の参加を見合わせ、当該参加機関の参加する訓練を欠で実施する。 

当該参加機関の参加が不可欠な場合は当該訓練を中止する。 

４ その他の事象

時点の状況により判断する。

【中止等にかかるお知らせ】 

訓練の実施又は中止については、１０月１４日（金）１３：００までに決定し、中

止の場合は、島根県防災危機管理課ホームページ「令和４年度島根県総合防災訓練」

に掲載するとともに参加機関へ周知する。 

それ以降、中止に相当する事象が発生した場合はその都度判断する。 

URL（https://www.pref.shimane.lg.jp/bosaikikikanri/） 

【訓練事務局】 

  ○島根県防災部防災危機管理課 

   〒６９０－８５０１島根県松江市殿町１番地 

   ＴＥＬ ０８５２－２２－６７７５ 

   ＦＡＸ ０８５２－２２－５９３０ 

  ○隠岐の島町総務課危機管理室 

   〒６８５－８５８５島根県隠岐の島町下西７８番地２ 

   ＴＥＬ ０８５１２－２－２１１１ 

   ＦＡＸ ０８５１２－２－６００５ 


